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資料編   

 

（１） 人口の推移と見通し 

・本市の総人口は、２度のベビーブームや産業の発展等に伴う転入により増加を続けてきまし

たが、2010年 11月の 26万 863人をピークに減少傾向に転じています。 

・年齢３区分別の推移をみると、年少人口（15 歳未満の人口）は、緩やかに減少を続け、生

産年齢人口（15 歳から 64 歳までの人口）は、1995 年をピークに減少傾向に転じていま

す。 

・老年人口（65歳以上の人口）は、2002年に年少人口を上回りました。 

・人口の動態をみると、近年、転入超過による社会増が続いている一方、出生数の減少及び死

亡数の増加が続いており、今後、更なる自然減が見込まれます。 

・本市独自推計によると、今後、より自然減が大きくなることから、加速度的に人口減少が進

み、本計画の目標年次である 2031年には約 24万 7千人、2050年には約 21万 7千人に

まで減少し、2070年には約 17万 7 千人（2024年比で約 31％減）になると見込まれま

す。 

本市の人口の推移と今後の見通し 

 
【備考】総務省「国勢調査」、本市独自推計を基に作成 
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（２） 子育て（少子化） 

ア 女性人口、少子化指標 

・本市の女性人口は、1995年をピークに減少傾向にあります。 

本市の女性人口（20歳から 49歳まで）の推移 

 

【備考】総務省「国勢調査」を基に作成 

 

 

 

・本市の第３子出生率及び有配偶出生率は、県内 16 市平均と比較して高くなっています。 

少子化に係る指標の県内 16市（平均値＝50）との比較（2020年） 

 

【備考】内閣府「地域少子化・働き方指標」を基に作成 
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イ 保育所等の施設数・定員数、入所待機児童数・入所保留児童数 

・本市の保育所等の施設数及び定員数は、増加傾向にあります。 

本市の保育所等の施設数・定員数の推移 

 

【備考】平塚市保育課資料を基に作成 

 

 

 

・入所待機児童数は、直近２年（2021 年、2022 年）の０人から一転して６人となってお

り、入所保留児童数は、微増傾向にあります。 

本市の入所待機児童数・入所保留児童数の推移 

 

【備考】平塚市保育課資料を基に作成 
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（３） 福祉（高齢化） 

ア 高齢夫婦のみの世帯・高齢単身世帯、世帯構成 

・本市の高齢夫婦のみの世帯及び高齢単身世帯の割合は、いずれも上昇傾向にあります。 

本市の高齢夫婦のみの世帯及び高齢単身世帯の推移 

 

【備考】総務省「国勢調査」を基に作成 

 

 

 

・本市の世帯構成をみると、単独世帯の割合が大幅に上昇しています。 

 本市の世帯構成（1990年）       本市の世帯構成（2020年） 

   

【備考】総務省「国勢調査」を基に作成 
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イ 要支援者・要介護者 

・本市の要支援者及び要介護者は、増加傾向にあります。 

本市の要支援者・要介護者の推移 

 

【備考】平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業計画［第８期］）を基に作成 

 

ウ 医療介護需要予測指数 

・本市の介護需要は、大幅な増加が見込まれています。 

医療介護需要予測指数（2020年＝100） 

 
【備考】公益社団法人日本医師会「地域医療情報システム」を基に作成 
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（４） 産業 

ア 事業所数・従業者数 

・本市の事業所数及び従業者数は、2009 年比でいずれも減少傾向にありましたが、直近

（2021年）は増加に転じています。 

本市の事業所数及び従業者数の推移 

 

【備考】総務省「経済センサス－活動調査」を基に作成 

 

イ 製造業の付加価値額 

・本市の従業者数で第１位を占める製造業の付加価値額は、増加傾向にあり、化学工業、輸

送用機械器具製造業が上位を占めています。 

本市の製造業の付加価値額と上位５分類（2019年） 

  

【備考】総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省「経済センサス－活動調査」、経済産業省

「工業統計調査」を基に作成 
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ウ 年齢階級別転入超過数 

・本市の社会動態をみると、10歳代後半の進学に伴う転入超過、20歳代の就職に伴う転出

超過、30歳代以降の子育て世代や 65歳以上の転入超過という特徴があります。 

本市の年齢階級別転入超過数 

 

【備考】平塚市行政総務課資料を基に作成 
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（５） 安心・安全 

ア 交通 

・本市は、ＪＲ東海道線平塚駅を中心に近隣市の鉄道駅等を放射状に結ぶバス路線が充実し

ています。 

・本市内に複数のタクシー事業者があることから、台数が充実しています。 

 路線バス系統数（2023年 11月）     タクシー台数（2022年３月末） 

  

【備考】平塚市「公共交通の利用促進と地域内交通の整備に関する手引き」を基に作成 

 

 

 

・市民対象のアンケート調査によると、移動手段は、全般的に自家用車が多くなっています。 

・食料品など日用品・最寄品の買い物、コミュニティ施設や金融機関の利用においては、自

転車や徒歩が比較的多くなっています。 

・病院・診療所での受診・通院、市役所・公民館や福祉・介護施設の利用においては、路線

バス・タクシーが比較的多くなっています。 

市民の移動手段（2022年） 

 
【備考】「平塚市の便利で快適なまちづくりに関する市民アンケート調査」を基に作成 
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イ 空家 

・本市の空家率は、2008 年以降増加傾向にあり、直近では神奈川県の空家率を超える状況

となっています。 

空家率の推移 

 

【備考】総務省「住宅・土地統計調査」を基に作成 
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２ 計画策定の流れ 

策定委員会/ 

プロジェクト 

チーム 

【2024年１月】 最終案確定 

【2023年 11月】 ２次素案確定 

【2024年２月６日】 計画策定 

12月 諮問 

1月 答申 

2023年７月 
～2024年１月 
総合計画審議会 

基礎調査 

市民意識調査 

【2023年８月】 １次素案たたき台作成 

[2023年 10月] 議員全員協議会 

基礎資料作成 

前総合計画の振り返り 

2022
年 
度 

2023
年 
度 

[2022年 11月] 子どもワークショップ 

[2023年 1月～2月] 市民ワークショップ 

【2023年 10月】 １次素案確定 

[2023年 10月～11月]  
１次素案に対するパブリックコメント手続 

[2023年 2月] 大学生ワークショップ 
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○市ホームページ 

○広報紙 

意見・提言 

情報提供 

諮問 

答申 

意見 

報告 

策定委員会※２ 

 

市 長 

市民参加 

市議会 

庁内策定組織 

立案 

意見 

情報提供・回答 

意見・提言 

総合計画審議会※１ 

プロジェクト 

チーム※３ 

○市民意識調査 

○子どもワークショップ 

○市民ワークショップ 

○大学生ワークショップ 

○パブリックコメント手続 

提案 意見 

各部課※４ 
 連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な役割】 

 総合計画審議会（※１） 

 役割：市長の諮問に応じ、総合計画に関する必要な事項について審議する。 

 構成：市長から委嘱された者（市の区域内の公共的団体の役員又は職員、公募に応じた市民、優れ

た識見を有する者、関係行政機関の職員） 

 

 策定委員会（※２） 

役割：庁内の総合的調整を行い、最終案を策定する。 

構成：各部長級職員 

 

 プロジェクトチーム（※３） 

 役割：主要な施策の基本的方向や具体策について検討し、策定委員会へ提案する。 

 構成：関係課職員 

 

この他、都市マスタープラン、100年ライフに向けた政策ビジョンなどを踏まえ、今後策定する

立地適正化計画や平塚駅周辺地区将来構想などを見据え、必要な施策を検討しました。（※４） 

３ 計画策定体制 
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（１） 平塚市総合計画審議会規則 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、平塚市附属機関設置条例

（平成 25年条例第２号）第３条の規定に基づ

き、平塚市総合計画審議会（以下「審議会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（委員） 

第２条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める人数の範囲内で

市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 市の区域内の公共的団体の役員又は職員 

８人 

（２） 公募に応じた市民 ３人 

（３） 優れた識見を有する者 10人 

（４） 関係行政機関の職員 ２人 

２ 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る審議

の終了の日までとする。 

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委

員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

とき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 

 

 

 

平成 25年３月 29日 

規則第 26号 

（会議） 

第４条 審議会は、会長が招集し、その議長とな

る。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開

くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第５条 会長は、その審議事項について必要があ

ると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求

めることができる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、企画政策部企画政策課

で処理する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の

運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31年３月 26日規則第 20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年６月 28日規則第 27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

４ 平塚市総合計画審議会 

平塚市総合計画審議会規則 
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（２） 平塚市総合計画審議会委員名簿 

（50音順） 

※役職等については、委嘱時点のもの。 

◎：会長 

○：副会長 

委員氏名 役 職 等 

秋山
あきやま

 博
ひろし

 平塚市自治会連絡協議会 会長 

上野
う え の

 仁
ひと

志
し

 平塚市議会議員 

◎大熊
おおくま

 一
かず

寛
ひろ

 東海大学 政治経済学部経済学科 教授 

大場
お お ば

 愛
ま

紘
ひろ

 公募市民 

尾上
おのうえ

 達也
た つ や

 平塚信用金庫 理事長 

片倉
かたくら

 章
あき

博
ひろ

 平塚市議会議員 

金田
か ね た

 了
りょう

太郎
た ろ う

 平塚民間保育園連盟 会長 

木川
き が わ

 康
やす

雄
お

 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 会長 

近藤
こんどう

 充
あつ

志
し

 神奈川県平塚土木事務所 所長 

齊藤
さいとう

 政和
まさかず

 西湘地域連合 事務局長 

篠田
し の だ

 寛
ひろし

 神奈川県湘南地域県政総合センター 所長 

志村
し む ら

 吉一
よしかず

 平塚市防犯協会 会長 

白石
しらいし

 慎太郎
しんたろう

 平塚商工会議所 副会頭 

白岩
しらいわ

 直樹
な お き

 公募市民 

田中
た な か

 邦男
く に お

 平塚市漁業協同組合 代表理事組合長 

出村
でむら

 光
ひかる

 平塚市議会議員 

中村
なかむら

 俊
しゅん

太
た

 公募市民 

中村
なかむら

 千里
ちさと

 一般社団法人平塚市医師会 副会長 

藤井
ふ じ い

 深
しん

介
すけ

 神奈川県議会議員 

増田
ま す だ

 定二
て い じ

 湘南農業協同組合 代表理事組合長 

森
もり

 正明
まさあき

 神奈川県議会議員 

○湯川
ゆ か わ

 恵子
け い こ

 神奈川大学 経営学部国際経営学科 教授 

米村
よねむら

 和彦
かずひこ

 神奈川県議会議員 



 

126 

 

（３） （仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）について（諮問） 

 

 

 

 

５平企第 765号  

                令和５年（2023年）12月 19日  

 

平塚市総合計画審議会 

  会長 大熊 一寛 様 

 

                       平塚市長 落合 克宏       

 

   （仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）について（諮問） 

 

 このたび、2031年度を目標年次とする、（仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）について

別冊のとおり策定いたしましたので、貴審議会の意見を求めたく諮問いたします。 

 

                                    以 上   
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（４） （仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）について（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１月 25日  

 

平塚市長 落合 克宏 様 

                            

平塚市総合計画審議会  

                             会長 大熊 一寛  

   

（仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）について（答申） 

 

 令和５年 12月 19日付けで、貴職から諮問のあった「（仮称）次期平塚市総合計画（２次素

案）」について、本審議会で慎重に審議を尽くした結果、次のとおり答申する。 

 

答申 

 

わが国においては、地方を中心に、人口減少・少子高齢化、過疎化・東京圏への一極集中、国

際競争力の低下といった課題に直面している。また、昨今の新型コロナウイルス感染症の世界

的流行や、ロシアのウクライナ侵攻に端を発する物価高騰などにより、社会経済環境が大きく

変化するとともに、気候変動による災害の激甚化・頻発化への対応が求められるなど、様々な

課題が新たに生じており、先行きの不透明感が増している。 

こうした状況下で、国は、デジタル技術の活用により、地方の個性を活かしながら、地方の社

会課題の解決、魅力向上のブレイクスルーを実現し、地方の活性化を加速するとしている。ま

た、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素化分野の国内投資を拡大させ、持続可

能な社会を実現するとしている。さらに、出生率を反転させるための異次元の少子化対策を推

進するとして、こども未来戦略方針を策定し、若者・子育て世代の所得向上に全力で取り組む

としている。 

一方、平塚市の人口は、現行の総人口 25万人程度となっており、転入超過は続いているが、

長期的に見れば人口減少は避けられない。また、出生数の減少が続いていることで、中長期的

に 15歳から 64歳までの生産年齢人口が減少するとともに、2040年頃に高齢者数のピークを

迎え、その後も超高齢社会が続くことから、高齢者を支える社会構造や産業を支える労働力に

も多大な影響を及ぼすおそれがあると考えられる。 

本審議会は、人口規模及び人口構造等の変化や国の動向を踏まえ、「（仮称）次期平塚市総合

計画」について検討した。まず本市の課題を考察すると、第１に少子化の進行、第２に産業の活

性化、第３に高齢化の進行、第４に安心・安全で暮らしやすいまちづくりが喫緊の重要課題と

なる。こうした課題に対して重点戦略として取り組むとともに、社会全体を大きく変化させる

ＤＸ（デジタル化）及びＧＸ（脱炭素化）について、基本計画全般を通して横断的に取り組む姿

勢は高く評価できる。 

本審議会は、このような基本的な考え方から、「（仮称）次期平塚市総合計画」の内容について

は、概ね妥当なものと考える。ただし、日々変化していく社会経済環境を踏まえ、新たな変化や

それに伴い生じる課題についても、地域の実情に応じて、受動的ではなく能動的に対応するこ

とを切に望むところである。 

以下、策定の留意点を記すことにする。 
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【人口減少社会への対応】 

 （仮称）次期平塚市総合計画において、人口減少社会への対応を本格的に進めることを標榜

していることについて評価できるが、目まぐるしく変化する社会経済環境に柔軟かつ着実に対

応できるよう、次の点に留意願いたい。 

 

○少子化対策では、固定的な性別役割分担意識を解消していくことが重要となる。このよう

な社会規範の変革を意識して、各種施策を展開すべきであり、基本計画への書き込みに加

え、実行段階となる実施計画及び個別計画を進める際にも、意識して取り組まれたい。 

 

 ○様々な資源が縮小していく中、平塚市に今ある資源を十分に生かして、各施策を展開する

ことが重要になる。コミュニティの希薄化が懸念されることから、地域の拠点となるよう

公民館を更に活用するなど、各公共施設において、これまでの活用範囲に捉われない幅広

い活用を進めること。 

 

 ○労働力不足が懸念される中で、特に教育・福祉等の公共に関わる分野でのマンパワーの確

保が重要となる。人材を確保する視点に加え、人材を育成する視点も持って取り組むほか、

働きやすい職場環境づくりにも取り組むこと。 

 

【ＤＸ（デジタル化）・ＧＸ（脱炭素化）の取組】 

 （仮称）次期平塚市総合計画において、市民が便利で快適に暮らせる社会の実現に向けたデ

ジタル技術の活用や、ゼロカーボンシティの実現に向けたまち全体の脱炭素化について、基本

計画全般において取り組むことは評価できるが、目まぐるしく変化する社会経済環境に柔軟か

つ着実に対応できるよう、次の点に留意願いたい。 

 

（１）共通事項 

 

 ○国の方向性とも一致し、（仮称）次期平塚市総合計画の大きなテーマであるデジタル化と脱

炭素化について、市民の暮らしをより豊かなものにできるよう、更に検討を深めていただ

きたい。また、組織横断的に取組を進めるため、市内部で認識、姿勢を一つにするととも

に、市民に対しても、その考え、方向性が共有できるように取り組むこと。 

 

（２）ＤＸ（デジタル化）の取組 

 

 ○基本計画の中で示されている認識のとおり、デジタル化は人口減少社会における課題を解

決する有効な手段であることから、今想定している取組以外にも活用できることがある。

現在の取組の延長線上で考えるのではなく、大胆な発想をもって検討すること。また、利

便性の向上とセキュリティの確保が両立できるよう取り組まれたい。さらに、デジタル化

に対応する事業者や市民の実際のニーズを踏まえて施策を進めること。 
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（３）ＧＸ（脱炭素化）の取組 

 

 ○基本計画の中で示されている認識のとおり、脱炭素化を、地域の産業及び市民の暮らしを

向上させる方向で実現することが重要である。サプライチェーンへの影響が考えられる中

で、平塚市の特長である集積した製造業において、事業者同士がネットワークを構築し対

応にあたることが望ましい。また、暮らしを支える交通などまちづくりに関わる取組も検

討されたい。官民連携及び分野横断的な幅広い視点から施策を検討し進めてもらうことを

期待する。 

 

【計画の推進】 

（仮称）次期平塚市総合計画の内容については、前文にもある通り、概ね妥当なものと考え

るが、計画を推進するに当たり、地域の課題をしっかりと踏まえるととともに、実情に応じて、

受動的ではなく能動的に対応するよう、次の点に留意願いたい。 

 

○達成できることが前提となるような目標値ではなく、より高い目標値を掲げて計画を推進

していただきたい。また、社会経済環境の変化が目まぐるしいことから、４年後の見直しの

際には、今回設定した指標の数値に捉われず、定性的な表現も含めて検証をされたい。 

 

○基本計画の策定をゴールとせずに、実施計画や個別計画において、基本計画の方向性に沿

った施策を展開すること。また、市が展開する施策・事業・取組などについて、積極的なプ

ロモーションに取り組み、市民・企業に市が進む方向を理解してもらいながら、官民が連携

したまちづくりを進めること。 

 

○新たに施設整備や事業実施を行う際には賛同を得やすいが、廃止・統合していく際には理

解を得にくくなる。しかしながら、人口減少は避けられないことから、縮小していく社会に

適合させる視点をより意識して、量を減らしながら質を高める視点をもって、各事業を展

開すること。 

 

【その他】 

その他、次の点にも留意願いたい。 

 

○本審議会の審議期間中、能登半島地震が発生し、公助とともに自助・共助の重要性も再認識

された。この教訓を生かして、いつ起きるか分からない災害に対して十分に備える取組を

期待する。 

 

○多くの市民の目に触れる計画であることから、使用する語句、文章表現、用語の統一・解説

などをできる限り工夫し、市民にとって分かりやすい記載とされたい。 

 

○今後、予算や財政推計が示された段階で、現実から乖離し過ぎていないか、計画策定直前ま

で検討されたい。 

 

                                     以 上 
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（５） 平塚市総合計画審議会における検討経過 

開催日 主な内容 

第１回 
2023年 

７月 15日（土） 

○（仮称）次期平塚市総合計画の策定方針等 

○計画策定に当たり踏まえるべき事項等 

・平塚市総合計画（改訂基本計画）の振り返り 

・平塚市市民意識調査 

・平塚市総合計画市民ワークショップ 

○（仮称）次期平塚市総合計画について 

・土地利用の考え方 

・（仮称）次期平塚市総合計画の体系 

・分野別施策の調書 

・人口ビジョン（重点戦略の背景） 

・重点戦略の柱立て 

第２回 
2023年 

９月 19日（火） 
○（仮称）次期平塚市総合計画（１次素案たたき台） 

第３回 
2023年 

12月19日（火） 
○（仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）（諮問） 

第４回 
2024年 

１月 18日（木） 
○（仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）に対する答申（案） 

 ※2024年１月 25日（木）に、（仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）について答申。 
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（１） （仮称）次期平塚市総合計画策定委員会設置要綱 

 

 

 

 

第１章 通則 

（目的及び設置） 

第１条 （仮称）次期平塚市総合計画（以下「次

期総合計画」という。）の策定に関する調査、計

画立案等の総合的調整を行うため､次期平塚市

総合計画策定委員会（以下「策定委員会」とい

う。）を設置する。 

２ 前項に規定する策定委員会の補助機関とし

て、次期総合計画策定プロジェクトチーム（以

下「プロジェクトチーム」という。）を設置する。 

 

第２章 策定委員会 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌す

る。  

（１） 次期総合計画の基本計画の最終案（以下

「最終案」という。）を策定すること。 

（２） 最終案に係る総合調整に関すること。 

（３） その他最終案の策定に関し、必要な事項

に関すること。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委

員をもって組織し、別表１に掲げる職にある者

をもって充てる。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第４条 委員長は、策定委員会を代表し､会務を

総理する。 

２ 副委員長は､委員長を補佐し､委員長に事故

があるときは、その職務を代理する。 

（策定委員会の会議等） 

第５条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員

長が招集し、委員長は会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係

者に資料の提出を求め、又は出席を求め、その

説明又は意見を聴くことができる。 

３ 別表１に掲げる委員が会議に出席できない

ときは、当該委員を代理する者が会議に出席す

ることができる。この場合において、当該委員

を代理する者は、当該委員の属する部局の職員

でなければならない。 

（庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、企画政策部企画政

策課において処理する。 

（委任）  

第７条 この章に定めるもののほか、策定委員会

の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。  

 

第３章 プロジェクトチーム 

（所掌事務） 

第８条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項

を所掌する。  

（１） 基本計画と一体的に策定する地方版総合

戦略に関する事項を策定委員会に提案等する

こと。 

（２） 前号について必要な調査及び検討に関す

ること。 

（組織） 

第９条 プロジェクトチームは、関係課職員で基

本計画と一体的に策定する総合戦略に関する

事項を提案等するにあたり、別表２に掲げる部

長が指名する職員をもって組織する。 

２ プロジェクトチームにリーダー及びサブリ

ーダーを各１人置き、構成員の互選により定め

る。 

（リーダー及びサブリーダーの職務） 

第 10条 リーダーは、プロジェクトチームを代

表し､会務を総理する。 

２ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダ

ーに事故があるときは、その職務を代理する。 

（プロジェクトチームの会議等） 

５ 平塚市総合計画策定委員会等 

（仮称）次期平塚市総合計画策定委員会設置要綱 
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第 11条 プロジェクトチームの会議は、必要に

応じてリーダーが招集し、リーダーは会議の議

長となる。 

２ リーダーは、必要があると認めるときは、関

係者に資料の提出を求め、又は出席を求め、そ

の説明又は意見を聴くことができる。 

３ 別表２に掲げる部長が指名する職員が会議

に出席できないときは、当該職員を代理する者

がプロジェクトチームの会議に出席すること

ができる。この場合において、当該職員を代理

する者は、当該職員の属する課の職員でなけれ

ばならない。 

（庶務） 

第 12条 プロジェクトチームの庶務は、企画政

策部企画政策課において処理する。 

（委任）  

第 13条 この章に定めるもののほか、プロジェ

クトチームの運営に関し必要な事項は、プロジ

ェクトチームが定める。 

  

附 則 

この要綱は、決裁の日（令和５年５月１５日）か

ら施行し、次期総合計画が施行されたときにその

効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長  企画政策部長 

副委員長  総務部長 

委 員  市長室長 

委 員  防災・危機管理監 

委 員  デジタル推進担当部長 

委 員  産業振興部長 

委 員  公営事業部長 

委 員  市民部長 

委 員  福祉部長 

委 員  健康・こども部長 

委 員  環境部長 

委 員  まちづくり政策部長 

委 員  都市整備部長 

委 員  土木部長 

委 員  議会局長 

委 員  監査委員事務局長 

委 員  教育総務部長 

委 員  学校教育部長 

委 員  社会教育部長 

委 員  消防長 

委 員  病院事務局長 

 防災・危機管理監 

 企画政策部長 

 デジタル推進担当部長 

 産業振興部長 

 福祉部長 

 健康・こども部長 

 環境部長 

 まちづくり政策部長 

 都市整備部長 
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（２） （仮称）次期平塚市総合計画策定委員会等における検討結果 

ア 策定委員会 

開催日 主な内容 

第１回 
2023年 

５月 25日（木） 

○（仮称）次期平塚市総合計画の策定方針等 

・策定方針 

・策定スケジュール 

・策定体制 

○平塚市人口ビジョンの見直し 

○計画策定に当たり踏まえるべき事項等 

・平塚市市民意識調査 

・平塚市総合計画市民ワークショップ 

・現計画の振り返り 

○（仮称）次期平塚市総合計画について 

・土地利用の考え方 

・基本計画の体系 

第２回 
2023年 

６月 27日（火） 

○第１回策定委員会における意見対応 

○現計画の振り返り 

○（仮称）次期平塚市総合計画について 

・土地利用の考え方 

・分野別施策の調書 

 ・人口ビジョン（踏まえるべき背景） 

・重点戦略の柱立て 

・ＳＤＧｓの位置づけ 

第３回 
2023年 

７月 27日（木） 

○第２回策定委員会における意見対応 

○第１回総合計画審議会における主な意見対応 

○（仮称）次期平塚市総合計画について 

・（仮称）次期平塚市総合計画（試案） 

・土地利用の考え方（新旧対照表） 

・重点戦略（中間報告） 

第４回 
2023年 

８月 24日（木） 

○第３回策定委員会における意見対応 

○第１回総合計画審議会における主な意見対応 

○（仮称）次期平塚市総合計画（１次素案たたき台） 

第５回 
2023年 

11月 24日（金） 

○第４回策定委員会における意見対応 

○庁内照会における意見対応 

○第２回総合計画審議会における主な意見対応 

○議員全員協議会における主な意見対応 

○パブリックコメント手続の実施結果 

○（仮称）次期平塚市総合計画（２次素案）（案） 

○次期総合計画における 2024年度版実施計画について 

第６回 
2024年 

１月 25日（木） 
○（仮称）次期平塚市総合計画（案） 
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イ プロジェクトチーム 

 

開催日 主な内容 

第１回 
2023年 

６月 22日（木） 

○人口減少社会に対しての認識統一 

○各分野の「基本的な方向性」の検討 

第２回 
2023年 

６月 29日（木） 

○各分野の「基本的な方向性」の検討 

○「戦術名（目標）」の検討 

第３回 
2023年 

７月６日（木） 

○各分野の「主な取組」の検討 

・産業 

・安心・安全 

第４回 
2023年 

７月 13日（木） 

○各分野の「主な取組」の検討 

・福祉 

・子ども 

第５回 
2023年 

７月 20日（木） 

○重点戦略（中間報告）の確認 

・子ども 

・産業 

・福祉 

・安心・安全 

～各課との意見交換～ 

第６回 
2023年 

８月３日（木） 
○「子ども」と「産業」分野の新たな取組の検討 

～各課との意見交換～ 

第７回 
2023年 

８月 16日（水） 
○「デジタル化」「脱炭素化」の新たな取組の検討 
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（１） 市民意識調査 

・2022年 9月 2日から 9月 30日にかけて、平塚市内に在住する満 16歳以上の男女 3,000

人を対象に行った。（抽出方法：住民基本台帳により無作為抽出、調査方法：郵送配布、郵送

回収） 

・有効回収数：1,019件、有効回収率：34.0％ 

・主な目的：平塚市民の居住意向、生活の満足感、まちづくりに対する重要度や満足度の意識

を調査し、今後、まちづくりを進めていくための基礎資料を得るとともに、平塚

市総合計画の達成状況を測る。 

（２） 子どもワークショップ 

・平塚市の将来を担う子どもたち（中高生）から、今後のまちづくりに対する意見や考え方を

聞き、次期平塚市総合計画の策定における参考資料とするために開催した。 

・開催日時：2022年 11月６日（日） 11時～12時 30分 

・参加者：市内在住の中高生 10 人（中学 1年生：８人、中学２年生：１人、高校１年生：

１人） 

・ワークショップの実施内容 

【講義】 

○平塚市の人口の推移（今後の予測も含む）及び税金の使われ方について、情報提供を行う。 

【個人ワーク】 

○「あなたが市長さんだったらどうしますか？」という設定で、限られた予算の中で市民か

らのお願いに対する市の対応について考える。 

【グループワーク】 

○個人ワークの発表をもとに、各グループで意見交換をしながら、市のやるべきことについ

て、各グループで検討を行う。 

（３） 大学生ワークショップ 

・次期平塚市総合計画を策定するに当たり、若い世代と未来につながるまちづくりに関する意

見交換を通して、参加した大学生が社会経験を積むとともに、今後、まちづくりを進める基

礎資料とするために開催した。 

・開催日時：2023年２月 13日（月） 10時～12時 

・出席者：東海大学 政治経済学部 経済学科 大熊 一寛 教授 

     ゼミ生（大学 3年生）４人 

     平塚市 産業振興課１人 環境政策課１人 企画政策課２人 

・ワークショップの実施内容 

 東海大学政治経済学部経済学科の大熊一寛教授のゼミにおいて、大学３年生９人がデータを

使い、平塚市の産業構造を分析した。このうち４人が市職員の前で分析内容を発表し、意見

交換を行った。 

 

６ 市民参加 
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（４） 市民ワークショップ 

次期平塚市総合計画を策定するに当たり、幅広い市民の方から意見をいただき、市民の視点

も踏まえたまちづくりを進める基礎資料とするために開催した。平塚市市民意識調査（2022

年度）にご協力いただいた市民の方を対象として、参加者を募り、30人の市民によって、開催

した。 

開催日時 実施内容 

第１回 

2023年１月 28日（土） 

９時～11時 

１．開会 

２．基調講演 

題名：「平塚市をとりまく状況～将来像に向けて」 

講師：東海大学政治経済学部 教授 

サステナビリティ研究所 所長代行 

大熊 一寛 氏 

３．情報提供 

（１）平塚市の総合計画 

（２）将来の平塚市の人口予測 

（３）平塚市の税金の使われ方 

（４）平塚市市民意識調査（2022年度） 

結果概要【速報】 

４．その他（自己紹介） 

５．事務連絡 

第２回 

2023年２月５日（日） 

９時～12時 

１．ワークショップ 

・「ひらつかの好きなところ・あまり好きではないところ」につ

いて、６つのグループに分かれてグループワークを実施 

・「将来どうなってほしいか」について、グループワークを実施 

２．事務連絡 

第３回 

2023年２月 12日（日） 

９時～12時 

１．ワークショップ 

・「10年後 20年後にどんなひらつかを残したいか」について、

「まちの姿」や「その具体的イメージ」をまとめた。 

２．事務連絡 

第４回 

2023年２月 25日（土） 

９時～12時 

１．ワークショップ 

・これまでのワークショップを踏まえて作成した「10年、 

20年後に残したいまちの姿」の取りまとめ案について、各グ

ループで意見交換し、結果を発表した。 

・各グループの意見を反映した修正案に対して、参加者全員で

意見交換を行い、全体の意見を整理した完成版にまとめた。 

２．写真撮影 

３．閉会 
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【あ行】                

イノベーション 

モノ、仕組み、サービス、組織などに新たな考

え方や技術を取り入れ、新たな価値を生み出し、

社会に大きな変革をもたらすこと。 

 

インフラ 

下水道や道路など産業や生活の基盤として整

備される施設のこと。 

 

海業 

漁業と市民との交流や漁業からマリンレジャ

ーまで、海を利用して成り立っている様々な業

を総称した新しい産業構造のこと。 

 

エシカル消費 

人や社会、地域、環境に配慮した商品やサービ

スを選び、購入・利用すること。 

 

オープンデータ化 

行政機関等が保有する公共データを機械判読

に適したデータ形式、かつ誰もが二次利用を可

能とするルールによって公開すること。 

 

【か行】                

環境負荷 

資源やエネルギーの消費、廃棄物や大気汚染物

質の排出など、人の活動により環境に加えられ

る影響で、環境保全上の支障の原因となるおそ

れのあるもののこと。 

 

気候変動 

地球の気温や気象パターンが長期にわたり変

化すること。地球の平均気温が上昇する地球温

暖化については、化石燃料の燃焼による人為的

要因に疑う余地がないとされている。 

 

 

 

 

 

 

基盤産業 

需要者の多くが地域外におり、域外からお金を

稼いでくる産業のこと。 

 

交通結節点 

異なる交通手段の接続が行われる場所であり、

人や物の乗り換え等が行われる鉄道駅やバス

停などのこと。 

 

交通ネットワーク 

鉄道、路線バスや道路などにより日常・社会生

活の確保、地域間の交流が形成されるネットワ

ークのこと。 

 

固定的な性別役割分担意識 

夫は外で働き、妻は家庭を守るべきなど、性別

を理由に役割を固定的に分ける考え方のこと。 

 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

医療・商業施設など日常生活に必要な施設が歩

いて行ける範囲にまとまった拠点を地域ごと

に形成し、各拠点に公共交通などで誰もが簡単

にアクセスすることができる都市構造のこと。 

 

【さ行】                

サプライチェーン 

製品の原材料・部品の調達から販売に至るまで

の一連の流れのこと。 

 

産業のスマート化 

情報通信技術などを活用して、生産性の向上や

業務の効率化がなされた状態のこと。 

 

自助・共助・公助 

自助は、自分の身を自分で守ること、共助は、

地域や近隣の人などが互いに協力し合うこと、

公助は、国や県、市町村等の行政、消防機関に

よる救助・救援などのこと。 

７ 用語解説 
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【さ行】                

次世代モビリティ 

超小型電気自動車や自動運転など先端技術を

活用した移動手段のこと。 

 

シティプロモーション 

住民の地域への愛着の醸成や自治体の知名度

の向上などを図るための取組のこと。 

 

姉妹都市 

様々な分野での交流や友好親善を目的として、

両市長が書面にて提携に合意した都市のこと。

名称の使い分けに法律上の定めはないが、本市

では、国内の都市を友好都市、海外の都市を姉

妹都市としている。 

 

首都直下地震 

関東地方南部の首都圏で、その発生が想定され

ている大規模な地震のこと。 

 

人口構造 

人口を、性、年齢などの帰属別に分類した構成

のこと。 

 

人口集中地区 

国勢調査区のうち、原則として人口密度が 1平

方キロメートルにつき 4,000人以上のもので、

市区町村のなかで互いに隣接して、その人口が

合計して 5,000 人以上となる調査区の集まり

をいう。 

 

人生 100年時代 

100 歳まで人生が続くことが当たり前になる

時代のこと。平均寿命が伸びることにより、

100 年間生きることを前提とした人生設計が

必要と言われている。従来は、年齢に応じて「学

ぶ・働く・老後を過ごす」という流れが人生の

一般的な姿であったが、人生 100 年時代では

年齢による区切りが無くなり、学び直しや再就

職、社会貢献など、人生の選択肢が多様化する

と考えられている。 

 

 

スマート介護 

介護ロボットや介護記録で使うタブレット端

末などの情報通信技術を活用し、介護現場の生

産性向上に資する介護のこと。 

 

スマート農水産業 

ロボットや人工知能、情報通信技術などの先端

技術を活用する農水産業のこと。 

 

生活利便施設 

医療・商業施設など日常生活に必要な施設のこ

と。 

 

ゼロカーボンシティ 

2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロ

にすることを目指す自治体のこと。 

 

【た行】                

地域共生社会 

少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社

会構造の変化の中で、人々が様々な生活課題を

抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮

らしていけるよう、地域住民等が支えあい、一

人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていくことのできる社会のこと。 

 

ちいき情報局 

パソコンやスマートフォン等を利用した、市内

の地域情報を見ることができる地域向けの交

流・情報提供サービスのこと。 

 

地域ビジョン 

国の総合戦略が示す地域が目指す将来の姿の

こと。本市では、自治基本条例のまちづくりの

指針が地域ビジョンを包含している。 
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地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、「住まい」を中⼼に、「⽣活⽀援」

「介護予防」「医療」「介護」を⼀体的に提供す

るための体制のこと。 

 

地方創生 

人口急減・超高齢化という日本が直面する大き

な課題に対し、各地域がそれぞれの特徴を活か

した自律的で持続的な社会を創生すること。 

 

デジタルインフラ 

インターネットをはじめとするコンピュータ

とネットワークを利用した技術基盤のこと。 

 

デジタルコンテンツ 

デジタルデータとして共有されているコンテ

ンツのことで、インターネットなどを通して配

信・共有される情報のこと。 

 

電子図書館 

インターネットを通して自分のパソコンやタ

ブレット、スマートフォン等から電子書籍を読

むことができるサービスのこと。 

 

【な行】                   

南海トラフ地震 

静岡県駿河湾から宮崎県日向灘沖までのフィ

リピン海プレート及びユーラシアプレートが

接する海底の溝状の地形を形成する区域であ

る南海トラフ沿いを震源とする 100～150 年

の周期で発生する大規模な地震のこと。 

 

南北都市軸 

平塚駅周辺地区の南の核とツインシティ大神

地区の北の核を強力につなぐ、都市活動の中心

となる地域を形成するうえで根幹となる軸の

こと。 

 

 

【は行】                

働き方改革 

働く人が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働

き方を、自分で選択できるようにするための改

革のこと。 

 

文化芸術ポータルサイト 

文化芸術に関するイベントや活動団体などの

様々な情報を確認することができるホームペ

ージのこと。 

 

【ら行】                

レジリエンス 

困難をしなやかに乗り越え回復する力のこと。

また、本書においては、災害時のレジリエンス

として、災害が起きても、そこから、しなやか

に復興できることとして用いている。 

 

【A】                  

AI電話サービス 

AIは、Artificial Intelligenceの略で、人工知

能のこと。 

人工知能が電話での会話内容を解析すること

で、電話応対業務の自動化を実現するサービス

のこと。 

 

【D】                  

DX（デジタル化） 

Digital Transformationの略ですが、英語圏で

は Trans を X と略すことが一般的な表記のた

め、略称は DXで、デジタル技術を活用するこ

とで、より便利で快適な社会へ変革することで

す。デジタル化は手段であり、その社会的な効

果として DXにつながると考えます。 

本書における DX（デジタル化）は、デジタル化

を進めることで DX（社会変革）につなげる意

図を込めて、DXとデジタル化を併記したもの。 
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【E】                  

EC サイト 

Electronic Commerceの略で、インターネット

上で商品やサービスを販売するためのホーム

ページのこと。 

 

EV 

Electric Vehicleの略で、バッテリーに貯めた

電気を動力として、モーターで走行する自動車

のこと。 

 

【G】                  

GX（脱炭素化） 

Green Transformationの略ですが、英語圏で

は Trans を X と略すことが一般的な表記のた

め、略称はＧXで、クリーンエネルギーを主軸

とする産業構造、社会システムへ変革すること

です。脱炭素化は手段であり、その社会的な効

果としてＧXにつながると考えます。 

本書で用いるＧX（脱炭素化）は、脱炭素化を進

めることでＧX（社会変革）につなげる意図を込

めて、ＧXと脱炭素化を併記したもの。 

 

【I】                  

ICT 

Information and Communication Technology 

の略で、インターネットなどを活用してコミュニ

ケーションができる情報通信技術のこと。 

【M】                  

Ｍ字カーブ 

女性の労働力率を年代階級別にグラフで表し

た際にＭ字に見える曲線のこと。学校卒業後

20 歳代でピークに達し、その後 30 歳代の出

産・育児期に落ち込み、子育てが一段落した 40

歳代で再上昇している。 

 

 

 

 

【Z】                  

ZEB 

Net Zero Energy Buildingの略で、外壁等の

断熱性能の向上、高効率な設備システムの導入、

再生可能エネルギー等の活用により、冷暖房、

換気、照明、給湯、昇降機で使用する年間エネ

ルギー消費量の収支をゼロとすることを目指

した建物のこと。 

 

ZEH 

Net Zero Energy Houseの略で、外壁等の断

熱性能の向上、高効率な設備システムの導入、

再生可能エネルギー等の活用により、冷暖房、

換気、照明、給湯で使用する年間エネルギー消

費量の収支をゼロとすることを目指した住宅

のこと。 
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